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第8章 計画の推進 
 

 本計画の取組を着実に進めていくため、取組の推進体制について整理する。 

  

｜8-1｜ 計画の推進状況の評価体制 
｜8-2｜ 評価・検証に向けたＰＤＣＡサイクルの構築 

｜8-3｜ 今後の協議会開催の想定スケジュール 

｜8-4｜ 地域公共交通利便増進実施計画の策定 
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｜8-1｜計画の推進状況の評価体制 

本計画を運用するに当たって計画の推進状況の評価体制やＰＤＣＡサイクルによる評

価・検証方法、計画期間内における協議会の想定スケジュールを以下に示す。 

計画の内容を着実に実施していくためには、評価指標及び数値目標に基づき、定期的

なモニタリングを行い、計画の進捗状況を管理することが重要である。また、施策・事

業の実施状況や社会情勢の変化を踏まえ、必要に応じて適宜計画の見直しを行う必要が

ある。 

推進状況の評価は、本計画の策定で協議を行ってきた、「北海道上川地域公共交通活性

化協議会」で行うこととし、各年度と計画期間全体でＰＤＣＡサイクルに基づいた評価・

検証を行う。 

また、本計画の目標を達成するためには、交通事業者のみならず、公共交通の利用者

である地域住民や関連団体の理解と協力が不可欠であり、地域の一人一人が公共交通を

維持することの大切さを考え、主体的に取り組むことが重要である。そのため、関係者

の役割や必要な取組を明確化することで、本地域における持続可能な公共交通ネットワ

ークを構築する。 

表 8-1 計画推進状況の評価体制 

 
出典：北海道上川地域公共交通活性化協議会名簿（令和 4 年（2022 年）11月 24 日時点） 

表 8-2 計画推進に向けた関係者とその役割 

関係者 役割 内容 

地域住民 公共交通の積極的な利用等 
日常的な公共交通の積極的な利用、公共交通利用

促進策の活用、利用ニーズ・要望の発信など 

交通事業者 安全な運行の確保等 
公共交通の安全な運行、運行実績等のデータ提供

など 

上川総合振興局 

関係市町村 

国 

施策の検討・実施等 
地域ニーズの把握、交通施策の実施、資金調達、

交通事業者との連携など 

区分 組織名 区分 組織名

国 北海道運輸局旭川運輸支局 剣淵町

旭川市 下川町

士別市 美深町

名寄市 音威子府村

富良野市 中川町

鷹栖町 幌加内町

東神楽町 北海道上川総合振興局

当麻町 道北バス株式会社

比布町 旭川電気軌道株式会社

愛別町 名士バス株式会社

上川町 士別軌道株式会社

東川町 ふらのバス株式会社

美瑛町 ジェイ・アール北海道バス株式会社

上富良野町 北海道旅客鉄道株式会社

中富良野町 北海道エアポート株式会社

南富良野町 北海道開発局旭川開発建設部

占冠村 北海道上川総合振興局旭川建設管理部

和寒町 関係する公安委員会 北海道警察旭川方面本部

地方公共団体

地方公共団体

関係する
交通事業者等

関係する
道路管理者



北海道上川地域公共交通計画 

 

146 

｜8-2｜評価・検証に向けたＰＤＣＡサイクルの構築 

本計画（Ｐｌａｎ）の推進に当たり、計画期間である 5年間において、毎年度、施策・事

業の実施状況（Ｄｏ）を確認した上で、目標の達成状況（数値指標）を評価（Ｃｈｅｃｋ）

し、必要に応じて、施策・事業の見直し（Ａｃｔｉｏｎ）を行う。 

施策・事業の見直し結果を踏まえて、必要に応じて計画を見直すとともに、施策・事業

に反映し（Ｐｌａｎ）、着実に施策・事業を実施（Ｄｏ）する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8-1 ＰＤＣＡサイクルによる評価・検証の流れ 

 

本計画は、上記のＰＤＣＡサイクルを回しながら進捗を管理して運用する。なお、

ＰＤＣＡサイクルの運用に当たっては、毎年度、北海道上川地域公共交通活性化協議

会及びエリア別検討会を開催し、構成機関の認識の共有を図る。 
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｜8-3｜今後の協議会開催の想定スケジュール 

継続的で実効性のある施策・事業の実現に向け、8-2によるＰＤＣＡサイクルを回しな

がら計画を推進していくため、以下のスケジュールにより北海道上川地域公共交通活性

化協議会を開催する。 

なお、取組の実施状況などにより、施策・事業の見直しに向けた協議会の開催が必要

となった場合は、以下のスケジュールによらず随時開催するなど、状況に応じた協議を

柔軟に実施していく。 

 
図 8-2 北海道上川地域公共交通活性化協議会の開催スケジュール（案）  

２
０
２
３
年
度

令
和
５
年
度

２
０
２
４
年
度

令
和
６
年
度

２
０
２
５
年
度

令
和
７
年
度

２
０
２
６
年
度

令
和
８
年
度

２
０
２
７
年
度

令
和
９
年
度

計
画
1
年
目

計
画
２
年
目

計
画
３
年
目

計
画
４
年
目

計
画
５
年
目

協議会 事務局

次期計画の協議・承認

12

6 月

月

第1回
予算・決算、報告

第2回
施策・KPIの評価

12

6 月

月

第1回
予算・決算、報告

第2回
施策・KPIの評価

12

6 月

月

第1回
予算・決算、報告

第2回
施策・KPIの評価

12

6 月

月

第1回
予算・決算、報告

第2回
施策・KPIの評価

12

6 月

月

第1回
予算・決算、報告

第2回
施策・KPIの評価

協
議
会
の
開
催
調
整
・
運
営

評
価
に
向
け
た
デ
ー
タ
収
集

協議会は年に2回以上
6月、12月のほか必要に応じて実施



北海道上川地域公共交通計画 

 

148 

｜8-4｜地域公共交通利便増進実施計画の策定 

本計画に定めた施策を展開するにあたり、地域のニーズにきめ細かく対応し、利便性

の高い運送サービスの持続可能な提供の確保や、事業の実施に係る確実性や円滑化を図

るため、エリア別検討会における協議結果を踏まえ、必要に応じて上川地域の一定のエ

リアを対象とした地域公共交通利便増進実施計画を策定する。 

 

（１）エリア別検討会（旭川市～名寄市・上川町方面）における取組推進 

  旭川市から名寄市方面及び旭川市から上川町方面を対象としたエリア別検討会にお

ける、広域路線の最適化やサービス水準等の協議を踏まえ、当該地域を対象とした地域

公共交通利便増進実施計画を策定することとし、持続可能な公共交通ネットワークの確

保に向けて、「利便増進事業」を以下のとおり実施する。 

 

＜利便増進事業の概要＞ 

  広域的な公共交通ネットワークの持続的な確保に向けて、国及び北海道における支援

制度である「利便増進事業」を活用し、公共交通の競合解消と運行頻度の適正化といっ

た「広域交通の最適化」や、経路変更による駅での結節化といった「最適化と併せて実

施する公共交通のサービス向上」を進める。 

 

  表 8-3 利便増進事業における対象系統と概要等 

対象系統 位置づけ・役割 

名寄線※ ○国道 40号線沿いの病院への通院や高校への通学など地域住民の生活交

通として機能している。 

○並行するＪＲ宗谷本線と同様に広域的輸送の機能の一部を担っている。 

愛別線 

（比布経由） 

○国道 40号線沿いの病院への通院や高校への通学など地域住民の生活交

通として機能している。 

○並行するＪＲ宗谷本線、ＪＲ石北本線と同様に広域的輸送の機能の一部

を担っている。 

層雲峡線 ○旭川市内の病院への通院など地域住民の生活交通として機能している。 

○ＪＲ石北本線と同様に広域的輸送の機能の一部を担っている。 

当麻線 ○当麻町市街地と当麻町民の生活圏である旭川市永山地区とを直接結ぶ路

線として利用が多く、地域住民の生活交通として機能している。 

  ※利便増進事業の実施に伴う新設副系統を含む 

 

（２）その他のエリア別検討会における取組推進 

  本計画に定めた各エリア別検討会における議論の状況を踏まえながら、必要に応じて

地域公共交通利便増進実施計画の策定を検討するなど取組の推進を図る。 
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❑ 附属資料 

 

1.北海道上川地域公共交通活性化協議会規約 
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2. 北海道上川地域公共交通活性化協議会の開催経緯 

 

開催日 開催内容 

令和 4年 02月 01日 北海道上川地域公共交通活性化協議会の設立 

令和 4年 02月 15 日 令和 3年度 第 1回協議会総会（書面開催） 

1） 北海道上川地域公共交通活性化協議会役員の指名について 

2） 北海道上川地域公共交通活性化協議会事務局規程（案）に

ついて 

3） 北海道上川地域公共交通活性化協議会文書管理規程（案）

について 

4） 北海道上川地域公共交通活性化協議会会計規程（案）について 

5） 北海道上川地域公共交通活性化協議会入札参加者指名選考

委員会規程（案）について 

6） 北海道上川地域公共交通活性化協議会入札参加者指名選考

委員会の運営に関する取扱い（案）について 

7） 北海道上川地域公共交通活性化協議会報償費及び費用弁償

規程（案）について 

8） 北海道上川地域公共交通活性化協議会会議傍聴規程（案）

について 

9） 北海道上川地域公共交通活性化協議会エリア別検討会設置

要綱（案）について 

令和 4年 04月 19 日 令和 4年度 第 1回協議会総会（書面開催） 

1） 令和４年度事業計画（案）について 

2） 令和４年度北海道上川地域公共交通活性化協議会収支予算

（案）について 

3） 北海道上川地域公共交通計画策定支援委託業務について 

4） 各種例規の制定について（案） 

5） 北海道上川地域公共交通活性化協議会規約の一部改正につ

いて（案） 

令和 4年 12月 06日 令和 4年度 第 2回協議会総会（書面開催） 

1） 北海道上川地域公共交通計画の第 1章、第 2章、第 3 章に

ついて 

令和 5 年 6月 30日 令和 5年度 第 1回協議会総会（書面開催） 

1） 令和 4年度事業報告について 

2） 令和 4年度決算及び監査報告について 

3） 令和５年度事業計画（案）及び予算（案）について 

4） 北海道上川地域公共交通計画（素案）に対するパブリック

コメントの実施結果について 

5） 北海道上川地域公共交通計画（案）について 

6） 北海道上川地域公共交通活性化協議会規約の一部改正につ

いて（案）  


